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事 務 所 だ よ り  

 

令和２年７月号  

～今年度も新型コロナウィルス関連対応に加え、忙しい時期がきました！～ 

令和２年度労働保険の年度更新 

今年度の更新期間は令和２年６月１日（月）～８月３１日（月）です。 

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和２年度の労働保険の年度更新期間について、

令和２年６月１日～７月１０日から令和２年６月１日～８月３１日に延長しております。事

業主等の皆様におかれましては、令和２年度の労働保険料及び一般拠出金の概算保険料及び

確定保険料に係る申告書の提出及び納付は、令和２年８月３１日までにお願いします。 

＜保険率・一般拠出金率＞労災保険率、雇用保険率及び一般拠出金率については、昨年度から変更ありません。 

＜保険料・一般拠出金の納期限＞ 

  
全期 

（第１期） 
第２期 第３期 

通常の納期限※１ 
令和２年 

８月３１日 

令和２年 

１１月２日 

令和３年 

２月１日 

口座振替を利用している 

事業主等の皆様※２ 

令和２年 

１０月１３日 

令和２年 

１１月１６日 

令和３年 

２月１５日 

労働保険事務組合の皆様 
令和２年 

８月３１日 

令和２年 

１１月１６日 

令和３年 

２月１５日 

※１新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和２年度の労働保険の年度更新期間について、 

     令和２年６月１日～７月１０日から令和２年６月１日～８月３１日に延長されています。 

※２令和２年度全期（第１期）の口座振替納付日は、９月７日から１０月１３日に変更されています。 

令和２年度の社会保険算定基礎届 

算定基礎届とは、7月 1日現在の全ての被保険者（6月 1日以降に資格取得した被保険者等を除く）が提出対象

となりますが、8月または 9月に随時改定が予定されている被保険者について、事業主から申出をいただいた

場合は、7月提出時において、算定基礎届の届出を省略することが可能です。 

また、日本年金機構から令和 2年度の算定基礎届（定時決定）事務講習会は、中止ということになりました。

説明会会場に集まっていただくことに代えて、算定基礎届事務説明動画やガイドブックを皆さまにご覧い

ただくことにより実施するということです。 

＜【事業主の皆様へ】令和 2年度の算定基礎届の記入方法〔説明動画〕等について＞

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202005/0520.html 

 なお、令和 2年度の算定基礎届の提出期限は、原則のとおり 7月 10日（金曜）。 

新型コロナウィルスの影響期限通りに提出できない場合は期日が過ぎても受付可能との

ことです。 

https://sugiyama-office.p-kit.com/
https://sugiyama-office.p-kit.com/
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202005/0520.html
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～新型コロナウイルスに関する企業の対応や休業対策等、情報提供を行っていきます～ 

両立支援等助成金（介護離職防止支援コース）に「新型コロナウイルス感染症対応特例」を創設 

今般の新型コロナウイルス感染症への対応として、家族の介護を行う必要がある労働者が育児・

介護休業法に基づく介護休業とは別に、有給休暇を取得して介護を行えるような取組を行う中小

企業事業主を支援するため、両立支援等助成金（介護離職防止支援コース）に「新型コロナウイ

ルス感染症対応特例」を創設しました。 

＜助成金の内容＞   ※令和２年４月１日から令和３年３月 31日までの間に取得した休暇が対象。 

新型コロナウイルス感染症への対応として、介護のための有給の休暇制度（最低 20日間取得可能）

を設け、仕事と介護の両立支援制度の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を合計５日以上労働者

に取得させた中小企業事業主を支援 

※「介護のための有給の休暇」は、労働基準法に基づく年次有給休暇とは別に設けていただく必要があります。 

※法定の介護休業（対象家族１人につき合計 93日）、介護休暇（年５日（対象家族２人以上の場合は年 10日））

は別途保障していただく必要があります。 

●対象となる労働者 

① 介護が必要な家族が通常利用している又は利用しようとしている介護サービスが、新型コロナウイルス感染

症による休業等により利用できなくなった場合  

② 家族が通常利用している又は利用しようとしている介護サービスについて、新型コロナウイルス感染症への

対応のため利用を控える場合  

③ 家族を通常介護している者が、新型コロナウイルス感染症の影響により家族を介護することができなくなっ

た場合 

●支給額・支給要件 ※１企業当たり５人分まで支給 

労働者１人当たり  取得した休暇日数が合計５日以上 10日未満・・・20万円（合計 10日以上・・・35万円） 

●申請期限    ※申請先は各都道府県労働局雇用環境・均等部（室） 

支給要件を満たした翌日から起算して２か月以内 ※令和２年６月１５日より受付開始 なお、令和２年６月１

５日より前に支給要件を満たしていた場合は、８月 1５日が申請期限となります。  

小規模事業者持続化補助金について  ※ご相談・申請は地域の商工会議所へ 

・小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人（以下「小規模事業者等」という。）

が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更（働き方改革や被用者 保険の適用拡大、賃上げ、

インボイス導入等）等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することに

より、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。 

     ※小規模事業者等 

 

 

 

・さらに、今回の公募にあたっては、新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えるために前向きな投資

を行いながら販路開拓等に取り組む事業者への重点的な支援を図ります。 

・本補助金事業は、具体的な対策（サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワー

ク環境の整備）に取り組む小規模事業者等の地道な販路開拓等を支援するため、原則１００万円（補助率：２／３ま

たは３／４）を上限に補助するものです。 

業 種 人 数 

商業・サービス業（宿泊業・娯楽業除く） 常時使用する従業員の数 ５人以下 

 サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下 

 製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下 


